
 

■申込・参加要領  ： 当会ホームページからお申込みください。ＦＡＸ、または下記担当者宛 E-mail からもお申込み頂けます。 
後日（開催日１週間～１０日前までに）受講票・請求書をお送り致します。 

※よくあるご質問（ＦＡＱ）は当会 HP にてご確認いただけます。（[TOP]→[公開セミナー]→[よくあるご質問]） 
※お申し込み後のキャンセルはお受け致しかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願いします。 

■お申込・お問合わせ先： 企業研究会 公開セミナー事業グループ 担当／民秋・川守田 E-mail:tamiaki@bri.or.jp 
 TEL：03-5215-3514 FAX：03-5215-0951  〒102‐0083 東京都千代田区麹町 5-7-2 MFPR 麹町ビル 2Ｆ 

企業研究会セミナールーム（東京：麹町５丁目） 

 

『移転価格・海外取引の税務調査対応』セミナー 

２０１９年 ７月２４日（水） １３：００～１７：００ 

急速なグローバル化により、今や海外取引は企業の規模にかかわらず行われています。海外取
引の課税問題は、移転価格課税をはじめ、いまや企業の身近な問題です。アジアのいくつかの国
では、年数億円の取引規模でも移転価格文書の提出を求めています。本セミナーでは、移転価
格の問題を中心に、海外取引の調査にどう対応するかを、詳細に解説いたします。 
 

３４，５６０円（本体価格 ３２，０００円） ３７，８００円（本体価格 ３５，０００円） 

税込・資料代含 

開催にあたって 

１．過去から分析する「移転価格調査」 

（１）課税実績と分析        （２）訴訟・裁決 

（３）相互協議 

２．当局の近年の執行姿勢 

（１）移転価格ガイドブック     （２）税務コンプライアンス 

３．ＢＥＰＳプロジェクトとわが国の移転価格税制への影響 

（１）ＢＥＰＳプロジェクトの成果  （２）移転価格ガイドライン 

（３）近年の税制改正        （４）無形資産に対する対応 

４．税務調査手続 

（１）「一の調査」と「区分の同意」  （２）再調査制限規定 

５．移転価格・海外取引調査とその対応策 

（１）してはならない対応      （２）調査着眼点 

（３）移転価格調査専担部署の調査  （４）調査の展開 

（５）国税局所掌の一般法人税調査における海外取引調査  

（６）税務署所掌の法人に対する海外取引調査   

（７）寄附金課税への対応 

６．海外税務当局による移転価格調査への対応 

（１）基本的なスタンス       （２）具体例 

※最少催行人数に満たない場合、開催中止となる場合がございます。 

 

191377-0606  『移転価格・海外取引の税務調査対応』セミナー 

～移転価格文書化本格導入による税務調査に備えて～ 

信成国際税理士法人 代表社員・税理士 井藤正俊 氏 

元東京国税局 国際税務専門官（移転価格担当） 
東京経済大学経済学部卒業後、国税専門官として東京国税局に入局。国税庁や東京国
税局にて、相互協議、調査、事前確認審査、訴訟、税制改正など、移転価格に関する
事務に通算 11 年従事。2017 年６月、税理士登録後、移転価格に特化した税務相談等
を行っている。〔執筆〕『移転価格文書の作成のしかた』(中央経済社)など。 


